
国土地理院地図を加工して作成

●柾内地区集会所

●コンビニ

柾内１
柾内２

柾内３
柾内４
柾内５

柾内６

柾内７

柾内８
N

100m0

事前に「利用者登録」をします。

利用日の前日16:00までに電話で予約します。

●会員番号
●お名前
●利用日時
●乗降停留所
●帰りの時間

(1) ますと乃湯

当日、ご予約の停留所でお待ちください。
　乗り合いのため、目的地まで最短距離で運行できるとは限りません。
到着時刻も遅れる可能性がありますのでご了承ください。

乗合タクシーの予約を
お願いします。会員番
号■の●●ですが、明
日、△△停 留 所 か ら、
行きは９時の便を、帰
りは 11 時の便でお願
いします。

利用者登録申請書

□………
□…………

火・水・木

火 木

週３回
運行！

大人（中学生以上）

小人（小学生以下）、
障がい者手帳提示の障がい者本人
及び介護者１人まで

発

着

9:00頃

行き
行
き 10:30頃

9:XX頃 10:XX頃

１便目 ２便目

発

着

11:00頃

帰り
帰
り 13:00頃

11:XX頃 13:XX頃

３便目 ４便目

14:30頃

14:XX頃

５便目

１.

２.

３.

お問合せ先　　大槌町　企画財政課  0193-42-8712

　運行するタクシー事業者に電話のうえ、以下の内容をお話ください。

　利用を開始する前に「利用者登録申請書」を大槌町役場 企画財政課に提出すると、
登録証が交付されます。登録する方の身分証明書（保険証など）が必要です。

　柾内地区にお住まいの方
も利用いただけるよう、運
行地域を拡大させました。
地区内８カ所のごみステー
ションと集会所を、新たに
地区停留所として設定しま
した。

　これまでは火曜日と木曜日の週２回運行でしたが、水曜
日も運行し、週３回の運行になります。

※お迎えの時間と目的地までの到着時間や経路は、予約状況で変動します。

※キャンセルの場合は、ご利用の１時間前までにお電話ください。それ以降は利用料が発生します。

地区停留所

指定停留所 地区停留所

指定停留所

250 円

500円 幼児・乳児 無料
利用料金 運行曜日

運行時間

利用方法

 柾内地区も
運行開始します。

(2)
循環線
（町民バス）マスト だぁすこ

吉里吉里①ゴミステーション前 吉里吉里①ゴミステーション前

〇〇集会所 〇〇集会所

利用例利用例
※お住まいの地区で、予約先が異なります。

その1

　運行する事業者が変わります。ご予約の際はお間違いの
無いようご注意ください。

その3

その2

予約先

大槌
タクシー (０１９３)４２－２２５７

大安
タクシー (０１９３)４２－４１３１
●沢山、柾内、迫又、小枕、安渡、赤浜地区の方

●吉里吉里、浪板地区の方

大槌タクシー（0193）42－2257

大安タクシー（0193）42－4131

沢山、柾内、迫又、小枕、
安渡、赤浜地区の方

吉里吉里、浪板地区の方

水

タクシー事業者の
担当地区が交換になります。

水曜日も
運行開始します。

　
乗
合
タ
ク
シ
ー
「
の
り
た
く
」
を
、
利
用
者
の
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
、
よ
り
利
用
し
や
す
く
、

か
つ
持
続
的
な
制
度
と
す
る
た
め
に
、
次
の
３
点
を
変
更
し
、
実
証
運
行
を
継
続
し
ま
す
！

乗
合
タ
ク
シ
ー
の
実
証
運
行
事
業
を

継
続
し
ま
す
！

大
槌
町
実
証
運
行
期
間
：
令
和
5
年
４
月  

～ 

令
和
6
年
3
月
31
日

令和 5 年度
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